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京都の米軍基地（96）：高速道ほぼ完成 

経ケ岬米軍基地への高速出入口となる鳥取豊岡宮津自動車道「森本インター」の本体部分が，ほぼ完成している。丹

後でも奥の奥だったこの付近が，激変することはまず間違いないであろう。(6月 26日撮影) 
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京都の米軍基地（47）：関連事業・交付金の抗いがたい魅力 

京都の米軍基地（24）：米軍特需 

京都の米軍基地（6）：廃校と高速道路と基地 
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真実和解委員会の構成と機能(4) 

４．正義か平和か 

「真実和解(Truth and Reconciliation)」は，もともと法的正義(法による裁き)の貫徹を断念し，和解による平和回復

を求めるものである。和解には真相(真実)の解明と受け容れが前提とされているが，それは建前，現実には，真実は

一つではなく，和解による平和は妥協による平和とならざるをえない。 

ネパールでも，人民戦争は，国王政府かマオイストのいずれかが完勝すれば，勝者の裁判により妥協なき法的正義

が実現されていたはずである。しかしながら，現実には，人民戦争は泥沼化し，いずれかの完勝は見込めなくなり，終

戦には，法的正義をあきらめ，妥協による「平和」を選択せざるをえなくなった。かくして，「真実和解」が戦後処理の基

本方針となったのである。 

この「真実和解」は，妥協であり「正義」ではないから，人民戦争被害者にとっては，おいそれと受け入れられるもので

はない。生命，身体，精神そして財産への加害行為の責任を断固追及し，加害者を処罰せよ，という要求が出るのは

当然だ。 

ネパールの「真実和解委員会（TRC）」が直面しているのは，まさにこの被害者の「法的正義」実現への要求だ。国際

社会や平和諸団体も，戦時中は“とにかく停戦，そして平和を！”と大合唱していたのに，いまでは宗旨替えし，“平和

より正義だ”と叫び，TRCを，罪赦免の要件をあいまいにし法的正義をないがしろにしているとして激しく非難してい

る。 

これを受け，ネパール最高裁も，2014年 5月 4日判決において，旧 TRC法(2012年)の罪赦免規定を違憲とし，そ

の厳格化を命令した。さらに，改正 TRC法(2014年 5月 11日)についても，最高裁は 2015年 1月 26日，TRCに

罪赦免の裁量権を認める規定や起訴済みの事件の TRCへの移送を違憲とする判決を下した。 

最高裁と TRCのこの対立は，結局は，「正義」と「平和」の対立だ。これら二つの理念を，有力者から庶民まで様々な

多くの利害関係者がいる現実政治の場で，どのように折り合いをつけるか？ 難しいが，避けては通れない重い課題

である。 

 ■南アフリカ真実和解委員会 
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真実和解委員会の構成と機能(3) 

３．真実和解委員会の職務 

真実和解委員会（TRC）の具体的な職務については，上述の「合意」や法令に細々と詳細に規定されている。記述が

錯綜し，わかりにくいところもあるが，要点をまとめると以下の通り。 

(1)重大な人権侵害の調査と結果報告 

重大な人権侵害事件を調査し，加害者と犠牲者を特定。犠牲者には調査結果を通知し，「犠牲者証明書」を発行する。

調査結果報告書は公表する。 

(2)損害賠償および被害救済の勧告 

委員会は，加害者に対し妥当な損害賠償を勧告する。財産被害については，当該財産の返却または損害相当額の

賠償の勧告。 

また，政府に対しては，必要な被害者救済の実施を勧告する。 

 ・犠牲者への損害賠償。上限 30万ルピー。 

 ・無償教育。大学まで。 
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 ・医療支援。上限 10万ルピー。 

 ・リハビリ支援。 

 ・雇用保障，職業訓練。 

 ・失業者への無利子貸与金。上限 50万ルピー。 

 ・無利子事業資金貸与 

 ・住居支援。上限 50万ルピー。 

 ・その他，必要な措置 

(3)和解の勧告 

委員会は，被害者または加害者が和解を申し出，和解が合法である場合は，和解を勧告する。 

 ・加害者は，人権侵害を反省し，損害を賠償し，謝罪をする。 

(4)罪の赦し(アムネスティ) 

委員会は，加害者の申し出と被害者の同意がある場合，調査のうえ，罪の赦免(アムネスティ)を勧告する。罪の赦免

には，次のことが必要： 

 ・加害者が，重大な人権侵害を犯した事実を認めること， 

 ・加害者が，加害行為に関する事実をすべて委員会に申し出ること， 

 ・加害者が，加害行為を反省し，犠牲者に謝罪し，それを犠牲者に受け入れられていること， 

 ・委員会は，被害者への妥当な損害賠償を勧告すること。 

(5)訴追の勧告 

加害者に対し罪の赦免(アムネスティ)が認められない事件の場合，または被害者との和解が不可能な場合は，委員

会は，加害者の訴追を勧告する。 

「重大な人権侵害」の場合，和解手続きに入っている者，および罪の赦免の勧告を受けた者を除き，委員会は，政府

(法務長官)に対し，加害者の訴追を勧告する。 
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真実和解委員会の構成と機能(2) 

２．真実和解委員会の設置目的 

真実和解委員会（TRC）は，同委員会 HPによれば，次のことを目的としている。 
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(1)「2007年暫定憲法」と「包括和平合意」の精神に則り，国家政府とマオイストとの間の武力紛争（1996年 2月 13

日～2006年 11月 21日）の期間における「重大な人権侵害」（下注参照）を調査し，結果を報告すること。 

(2)関係者相互の信頼と寛容の精神をはぐくみ，和解・平和のための環境を整えること。 

(3)犠牲者への損害賠償の勧告。 

(4)重大な人権侵害に関与した人々に対する法的措置の勧告。 

(注)重大な人権侵害(gross violation of human rights) 

非武装の人や民間人に対する次のような行為: 

 ・虐殺 

 ・拉致，人質として拘束 

 ・強制失踪 

 ・手足切断，身体障害を結果する加害行為 

 ・身体的・精神的拷問 

 ・私有財産または公有財産の略奪，不法占有，損壊，放火 

 ・家屋または土地からの強制的追い出し 

 ・国際人権や国際人道法に反する行為，あるいは他の人間性に反する犯罪 

[参照] 

What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’?, Geneva Academy of 

International Humanitarian Law and Human Rights, August 2014 
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真実和解委員会の構成と機能(1) 

ネパールの「真実和解委員会（सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग, Truth and Reconciliation Commission）」は，

人民戦争期における重大な人的・物的被害の「真実(真相)」を解明したうえで，「謝罪」と「罪の赦し(免罪)」，あるいは

必要な場合には「提訴(裁判)」や「損害賠償」を勧告し，これらをもって加害者と被害者の「和解」を図ることを目的とし

ている。 
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１．真実和解委員会の設置 

真実和解委員会は，内閣により 2015年 2月 10日設置された。 

 委員長： Surya Kiran Gurung 

 委 員： Lila Udasi Khanal, Shree Krishna Subedi, Madhabi Bhatta, Manchala Kumari Jha 

 事務局長： Narendra Man Shrestha 

委員会設置・運用の根拠法： 

 ・「包括和平合意」2006年 11月 21日 

 ・「暫定憲法」2007年 1月 15日 

 ・「ネパール共和国憲法」2015年 9月 20日［暫定憲法の関連規定継承］ 

 ・「強制失踪調査・真実和解委員会法」2014年 5月 21日 

 ・「真実和解委員会行動規範」2015年 7月 25日 

 ・「真実和解委員会規則」2016年 4月 17日 

 ■真実和解委員会 

また，「強制失踪」調査のためには，別に「強制失踪調査委員会（बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छािनिि आयोग, 

Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons）」が設置されている。 

 ・「強制失踪調査委員会規則」2016年 3月 13日 

 ■強制失踪調査委員会 
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キリスト教徒，逮捕 

6月 9日，ドラカ郡でキリスト教徒 7人が逮捕された。２人は郡内私学２校の校長，他の５人はキリスト教団体「Teach 

Nepal」のメンバー。 

この 7人は，私学２校の課外活動中に，聖書小冊子『偉大な物語』を８８５人の生徒に配布した。これを地元政治家が

聞きつけ，郡役所を動かし，警察に７人を逮捕させたということらしい。容疑は，憲法２６(３)条により禁止されている改

宗勧誘・他宗教妨害。 

この事件は，一般紙はあまり報道していないが，いまの政権の基本姿勢をうかがわせる重大な事件である。ネパール

のキリスト教徒は，公式には３７万５千人だが，実数は２３０万人に上るという。すでに一大宗教勢力だ。そのキリスト

教会が，今回のような，いささか強引な布教活動をすれば，ヒンドゥー教多数派と衝突するのは当然だ。 

現行憲法堅持なら，この種の宗教紛争は継続，激化せざるをえない。逆に，憲法改正に向かえば，ヒンドゥー教勢力

が黙ってはいない。現政権は憲法堅持だが，いずれをとるにせよ，難しい選択だ。 

  

[参照] 
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真実和解委員会への被害申し立て期限，１か月延長 

「真実和解委員会（TRC）」と「拉致不明者調査委員会（CIEDP）」は，人民戦争期の人権侵害告発や被害救済申し立

ての期限を１か月延期し，7月 16日までとした。 

 【人権侵害告発・被害救済申し立て期間】2016年 4月 17日～7月 16日 

しかし，これで決着とはいきそうにない。人民戦争期の人的・物的被害は無数といってよく，しかもすでに終戦後 10年

余り経過している。証拠は散逸し，既成事実は出来上がりつつある。人民戦争期の諸事件につき，これから刑事的・

民事的正義をどこまで回復するか？ これは難しい。 
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 ■SK・グルン委員長と就任宣誓する４委員 
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元国王，元内相らの戦時人権侵害，告発 

人民戦争期の被害者による加害者告発が続いている。いま注目を集めているのが，ドランバ虐殺（ハチャカンダ）事

件。 

１．ドランバ虐殺 

2003年 8月 17日，ラメチャプ郡ドランバ村の教師宅でマオイスト 30人余が地域委員会を開いていた。このころ，休

戦が成立し，ダン郡では和平交渉中であった。そのためマオイスト側は警戒を緩めていた（非武装だったともいわれて

いる）。 

そこを，ラム・マニ・ポカレル隊長率いる治安部隊（王国軍と警察）が急襲，会議中の民家を包囲し，その場で２人（1

人？）を射殺，女性 4人を含む 20人（19人？）を捕らえた。捕らえられた 20人は，ダンダガテリに連行され，そこで

全員が後ろ手で縛られたまま，至近距離から射殺された。いわゆる「ドランバ・ハチャカンダ」だ。 

■ドランバ村 

２．TRCへの告発 

この事件の被害者家族は，犠牲者一人当たり 12万 5千ルピーの補償金を受け取っているが，それ以上の保障はな

く，また虐殺事件責任者の処罰も行われていない。そこで，これを不当として，４家族が「真実和解委員会（TRC）」に
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責任者を告発し，また他の家族も地方平和委員会を通して告発する準備を進めている。さらに「拉致不明者調査委員

会（CIEDP）」への告発も予定されている。 

告発されたか告発されることになっているのは，ドランバ・ハチャカンダ事件に責任があるとされる次の人々（肩書は

事件当時のもの）。 

 ・ギャネンドラ国王 

 ・カマル・タパ内相 

 ・AR・シャルマ内務省事務局長 

 ・PJ・タパ軍総監 

 ・SB・タパ警察総監 

 ・ラム・マニ・ポカレル王国軍少佐（Major） 

 ・チュダマニ・バシュヤル ラメチャプ郡事務所長 

 ・RP・シュレスタ副警視 

 ・その他，事件関係者 

■TRC 

３．問題解決の難しさ  

こうした告発は，告発される側にとっては脅威であり，そのため告発関係者を脅したり，告発期間を短縮し幕引きを図

ろうと画策したりしている。人民戦争期の加害者と被害者は，政府とマオイストの双方におり，しかも特に加害者には

有力者が少なくないため，問題解決は複雑かつ難しいものになっている。 

［参照］ 

*1 DEWAN RAI, “Transitional justice: Plaint against former king, DPM Thapa,” Kathmandu Post, Jun 10, 

2016 

*2 “Doramba victims move TRC against ex-king, security officials,” Republica, 09 Jun 2016 

*3 “Conflict victims call for protection,” Kathmandu Post, Jun 9, 2016 
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菅野完著『日本会議の研究』 

おくればせながら『日本会議の研究』を読んだ。推理小説のように面白い。ベストセラーになるのはもっともだ。衝撃的

なのは，丹念な裏付け調査により導き出された次のような結論。 
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「やったって意味がない、そんなのは子供のやることだ、学生じゃあるまいし‥…と、日本の社会が寄ってたかってさん

ざんバカにし、嘲笑し、足蹴にしてきた、デモ・陳情・署名・抗議集会・勉強会といった『民主的な市民運動』をやり続け

ていたのは、極めて非民主的な思想を持つ人々だったのだ。そして大方の『民主的な市民運動』に対する認識に反し、

その運動は確実に効果を生み、安倍政権を支えるまでに成長し、国憲を改変するまでの勢力となつた。このままいけ

ば、『民主的な市民運動』は日本の民主主義を殺すだろう。なんたる皮肉。これでは悲喜劇ではないか！」(p297-8) 

たしかに「悲喜劇」。だが，この流れをどう阻止するか？ 著者は，こう続けている。 

「だが、もし、民主主義を殺すものが『民主的な市民運動』であるならば、民主主義を生かすものも『民主的な市民運

動』であるはずだ。そこに希望を見いだすしかない。賢明な市民が連帯し、彼らの運動にならい、地道に活動すれば、

民主主義は守れる。」(p298) 

正論であり希望ではある。しかし，賢明なはずの市民は，すでに「民主的な市民運動」において完敗している。同じよう

なことを，戦後，はるかに合理的・組織的・大規模に展開しながら，「賢明な市民」の方はなぜそれを継続できず，敗北

してしまったのか？ 日本会議にあって「賢明な市民」になかったものは何か？ そこを追及し，「賢明な市民」の弱点

を直視し克服しなければ，同じことをしても敗北を重ねるだけではないだろうか？ 難しく悩ましく危険でもあろうが。 

  

＊菅野完『日本会議の研究』扶桑社新書，2016年 5月，800円 
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京都の米軍基地(95)：怒涛の米軍文化攻勢 

京丹後駐留米軍（経ケ岬通信所第 14 ミサイル防衛中隊）の文化攻勢が，ますます激しくなってきた。ターゲットは，子

供，老人，一般住民，自治会役員，議会議員，官公庁職員など。洗脳(brainwashing)といっても過言ではない。下掲

写真はその一部（子供の顔削除）。 

▼「網野幼稚園」京丹後米軍＆在日米陸軍軍楽隊演奏会（4月 19日） 

（京丹後米軍 FB5月 4日） 

▼「かぶと山こども園」京丹後米軍＆在日米陸軍軍楽隊演奏会(4月 20日) 

（京丹後米軍 FB4月 28日） 

▼「袖志農民研修所」在日米陸軍軍楽隊演奏会（4月 20日） 

（京丹後米軍 FB4月 28日） 

▼「袖志文化交流会」米語教育（6月 1日） 

 

（京丹後米軍 FB6月 3日／在日米軍司令部 FB6月 6日） 
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▼京丹後市議会有志の基地訪問（6月 6日） 

（京丹後米軍 FB6月 8日） 

▼日米交流音楽会（6月 13日） 

■主催：防衛省／後援：京丹後市国際交流協会／出演：米空軍太平洋音楽隊

＆京丹後米軍 

これらの写真を見るとわかるように，米軍は子供や老人あるいは一般市民向けの文化行事においても，たいてい軍

服ないし制服を着ている。これは，米軍の作戦（operation）の一環だからであり，地域住民に米軍の存在を知らしめ，

慣れさせ，馴染ませることが目的だ。米軍文化への洗脳。したがって，第一のターゲットとなるのは，当然，最も洗脳し

やすい子供たちということになる。 

洗脳には，理屈よりも情の方が手っ取り早く効果的だ。米兵が，かっこよい軍服や制服姿で遊んでくれたり，おやつを

くれたり，軽快な音楽を奏でてくれたら，子供などたちまち米軍の虜になってしまうだろう。 

物心がつき始めた子供や大人たちには，米語（英語）やキリスト教なども，米軍の格好の情宣手段となる。米語は世

界共通語だと教え，日本語劣等感を植え付け，そして，そのうえで軍服着用の米兵が米語を教える，あるいは制服米

兵がうろちょろする会場で軍人家族や軍属が米語を教える。米語（英語）帝国主義。お見事！ 

キリスト教も極めて有効。米軍には従軍司祭（従軍牧師・神父など）がいる。その直接的・間接的な監督の下，クリスマ

ス，イースターなどの宗教行事が執り行われ，その一環として地元住民――とくに子供たち――が招かれる。あるい

は，日本側主催のクリスマスなどに米軍人・軍属らが参加し，催しを軍事化・宗教化する。かくして，キリスト教の神は

米軍駐留を祝福し，その場に集う日本人もその祝福のおこぼれにあずかる。お見事！ 

米軍からすれば，このような地元向け文化活動は当然のことだ。地元住民を洗脳し米軍の文化的優位を刷り込んでし

まえば，米国益のための基地の維持・使用も容易となる。しかしながら，ここは京丹後，米軍文化に洗脳されるべきい

われはみじんもない。 
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とくに守られるべきは子供たち。米軍は，子供たちを洗脳するばかりか，行事参加の子供たちの写真や動画を撮りまく

り，高画質・無修正のまま，それらを世界中にばらまいている。原住民の無邪気な子供たちを見守り育む慈父のよう

な米軍！ 

子供たちの，このような政治利用，軍事利用は，断じて許されてはならない。 

［参照］児童の権利に関する条約（1989年国連採択） 

「児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができる」（前文） 

「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、････児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」（第 3条） 

「締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。」（第 14条） 

「いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信

用を不法に攻撃されない。」（第 16条） 
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秘境の観光資源 

東海道途中下車で，寸又峡・接岨峡に行ってきた。大井川鉄道で 1時間半，アプト式鉄道やバスでさらに１時間ほど。

南アルプス南部の秘境だ。 

峡谷は，ダムや道路でかなり破壊されているが，それでもまだまだ自然にあふれ，そこここに，ちょい古の昭和が点在

している。日が落ちると，谷間のせせらぎ沿いに，無数の蛍が乱舞していた。 

驚いたのは，こんな秘境の奥の奥にも，アジア諸国から観光客が来ていたこと。団体旅行ではなく，青年男女数名グ

ループが多かった。かつて日本人がネパールに古き良き昔を探し求めたのと同じような心境かもしれない。 
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バブラム・バタライの新党「新しい力・ネパール」 

バブラム・バタライ率いる新党「新しい力・ネパール(Naya Shakti Nepal: NSN)」が 6月 12日，カトマンズの「ダサラ

ト・スタジアム」において結党大会を開催する。10万人参加を見込む。 

バブラム・バタライは，新憲法公布直後の 2015年 9月 26日，プラチャンダの UCPN-Mを離党し，自らの党の結成

を準備してきた。選挙管理委員会には，すでに 3月 23日，党名(新しい力・ネパール)と党旗(赤地に白星)を届け出，

受理されていた。6月 12日の結党大会は，新党としての活動開始ということになる。 

■「新しい力」(同党 FB) 

NSNの政治目標（*1） 

・15年以内に，LDC(後発開発途上国)から離脱し中程度開発国となる。 

・25年以内に，先進国レベルの高度開発国となる。 

NSNの政治理念と政策（*1） 

・経済革命により公平な繁栄の達成。リベラリズム・ネオリベラリズムも国家主義的社会主義も排する。豊かな社会主

義の実現。 

・包摂参加民主主義。３大社会集団（カス・アーリア，マデシ／タルー，ジャナジャーティ）の統合。 

・良い統治。腐敗根絶。 

・ネパールの主権と独立の堅持。印中の架け橋。 

・大統領は，国民直接選挙。 

・議会は，完全な比例代表制。女性，ダリット，カス・アーリア，ジャナジャーティ，マデシ，タルー。 
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既成政党の欠陥（*1） 

・UMLは，カス・アーリア寡頭支配政党。「オリ政府は，パンチャヤト政府の再来だ。オリ首相は，ウルトラ・ナショナリ

ズムのスローガンにより人民の関心を真の諸問題からそらせ，失政を隠そうとしている。」 

・NCは，「指導者不在(舵のない)政党」だ。 

・マオイストのうちプラチャンダは旧勢力と一体化し，モハン・バイダは守旧社会主義だ。 

・マデシ諸党は，地域セクト政党だ。 

以上がバブラム自身による新党「新しい力」の設立趣旨説明だが，正直，どこが「新しい」のかよくわからない。また，

妻のヒシラ・ヤミも夫に負けないほど長いインタビューを発表しているが，こちらは意味不明瞭，何が言いたいのかさえ

わからない。 

バブラムは，博士インテリであり，マオイスト人民戦争の最大のイデオローグであったが，現実政治における「政治セ

ンス」の点では，当時から疑問視されていた。理論と現実は異なる。「新しい力」がネパールの新しい時代を切り開くこ

とになるのだろうか？ 

  

■バブラム・バタライ(同氏ツイッター)／ヒシラ・ヤミ(同氏 FB) 

*1 RAM KUMAR KAMAT, “We need to be cautious of clash of big powers’ interests in Nepal (Baburam 

Bhattarai)”, The Himalayan Times, June 05, 2016 

*2 DEVIRUPA MITRA, “We Did the Right Thing by Leaving Prachanda: Hisila Yami,” The Wire, 

29/05/2016 

*3 石もて追われるバブラム・バタライ 

*4 バブラム・バタライ，マデシ理由に離党し議員辞職 
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仏陀と印中の三角関係 

仏陀をめぐる印中の三角関係がこのところ怪しくなってきた。信仰というよりは，カネと政治の思惑から。 

インド側は，釈迦が育ったとされるカピラバストゥ城はネパール側のティラウラコートではなく印側のピプラワにあると

主張し，ブッダガヤを目玉とするインド仏教遺跡巡りを宣伝し，そこに釈迦生誕地ルンビニを組み込もうとしている。 

これに対し，中国側はネパール政府に急接近し，ルンビニ空港建設やチベット鉄道延伸により中国人旅行客をルンビ

ニ付近に大量に送り込もうとしている，といわれている。ネパール＝中国主導のルンビニ仏教遺跡巡りだ。 

この仏教遺跡をめぐる印とネ中の争いは，直接的には観光開発の主導権争いだが，それは同時にネ印国境付近へ

の中国進出をめぐる地政学的な争いでもある。 

仏様の「現世利益」利用。バチ当たりなことだ。 

■The Upper Ganges 

Valley(http://www.buddhanet.net/) 

*1 ELLEN BARRY, “India and Nepal in Not-Very-Enlightened Spat Over Buddha’s Childhood Home,” 

New York Times, JUNE 1, 2016 

*2 “Trans-national route from India to Nepal on the anvil: Buddhist circuit,” Kathmandu Post, Jun 1, 

2016 
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「共和国記念日」祝賀メッセージ，中国と北朝鮮だけ 

ネパールで 5月 28日，第 9回「共和国記念日」が祝われたが，ネパリ・タイムズ＝mysansar.com（5月 30日）記

事によれば，祝賀メッセージを寄せたのは中国と北朝鮮の 2か国のみであった。しかも，ネパール政府が披露したの

は中国のメッセージのみだったという。ちょっと変だし，メッセージを寄せた国が他にもあったという記事もあるが，ここ

ではネパリ・タイムズの記事を紹介する。 
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同記事によれば，北朝鮮祝賀メッセージが披露されなかったのは，(1)「共和国」の建国記念祝賀と明記されていなか

った，(2)北朝鮮側の署名が金正恩労働党委員長ではなく金永南最高人民会議委員長だった，(3)国際的非難を浴び

ている北朝鮮との関係を際立たせたくなかった，といったことが理由として考えられるという。 

いずれにせよ，オリ政府が共和国記念日に披露したのが中国からの祝賀メッセージだけだった――と報道された――

のは，たいへん興味深い事実である。 

 

Pyongyang, May 28 (KCNA) — Kim Yong Nam, president of the Presidium of the Supreme People’s 

Assembly of the DPRK, Saturday sent a message of greeting to Bidhya Devi Bhandari, president of the 

Federal Democratic Republic of Nepal, on the occasion of its national day. 
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